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車検・点検・一般修理
板金塗装・新車中古車販売・24時間ロードサービス

岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里１‒140‒2
TEL 0193‒44‒2133   FAX 0193‒44‒2131
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町内の貨物自動車運送事業
者を支援します

　燃料費価格の高騰により大きな影響
を受けている町内の貨物自動車運送事
業者を対象に補助金を支給します。
■ 対象車両　営業用として保有する被

けん引車を除くトラックなど（貨物軽
自動車を含む）で、東北運輸局岩手
運輸支局に登録されている車両。

■ 受付期間　４月15日（火）～５月30
日（金）

■ 支給額　対象車両の数に2万1千円
を乗じた額

○ 詳しくは、町ホームページ
をご覧になるか、下記まで
お問い合わせください。

問 産業振興課　℡0193-42-8725

“お宝”発見～地域の文化遺
産～意見交換会【長井地区】

　長井地区に残る文化遺産（お宝）の
情報を共有し、後世に受け継いでいく
ための意見交換会を開催します。長井
地区の家庭や地域の中で受け継がれて
きた、歴史的・文化的なお宝情報をぜ
ひ教えてください。
■ 日時　４月20日（日）9：00～11：30
■ 場所　長井清流館
○ 詳しくは、広報おおつち３

月号をご覧ください。
問 生涯学習課　℡0193-42-2300

４月は20歳未満飲酒防止
強調月間

　４月は、20歳未満飲酒防止強調月間
です。20歳未満がお酒を飲んではいけ
ない理由は5つあります。令和４年４月
から、民法での成年年齢は18歳に引き
下げられましたが、飲酒可能な年齢は
20歳以上のまま維持されています。未
来を担う若者の大切な体を守るため、
20歳未満の飲酒防止にご協力ください。
■ 20歳未満の飲酒防止の５つの理由
①脳の機能を低下させます。
② 肝臓をはじめとする臓器に障がいを

起こしやすくなります。
③ 性ホルモン分泌に異常が起きる恐れ

があります。
④ アルコール依存症になりやすくなりま

す。
⑤ 未成年者の飲酒は法律で禁じられて

います。
問 健康福祉課 ℡0193-42-8715

地域環境保全活動報償金を
交付します

　地域住民で構成する団体が主体的に
行う道路、公園、河川の草刈りなどの
地域環境保全活動に対し、報償金を交
付します。実施場所や実施日など、事
前に下記まで必ずご相談ください。
問 地域整備課　℡0193-42-8722

お知らせ （木）、5月1日（木）、5月8日（木）   
10：00 ～ 15：00

　■ 場所　役場３階　小会議室３
　問  岩手弁護士会法律相談センター   

℡019-623-5005
（２）釜石市会場
　■ 日時　4月23日（水）
　　10：00 ～ 15：00
　■ 場所　釜石市役所第１庁舎１階
　　生活環境課  消費生活センター
　問  釜石市 生活環境課 消費生活セン

ター　℡0193-22-2111（代）

司法書士無料法律相談

（１）司法書士無料法律相談
　■ 日時　4月25日（金）
　　10：00 ～13：00
　■ 場所　おしゃっち　会議室５
　※電話予約の人を優先します
　■ 予約先　岩手県司法書士会
　　℡019-623-3355（9：00～17：00）

（２）岩手県司法書士会電話無料相談
　火曜日、木曜日　10：00 ～13：00
　℡0120-823-815（通話料無料）

行政相談

　道路・雇用・年金のことなど、行政
に関する相談を、行政相談委員がお聞
きします。遠慮なくご利用ください。
■ 日時　4月18日（金）

国民年金の
学生納付特例制度

　国民年金には、学生である期間につ
いて、本人の前年所得が一定以下の場
合、保険料の納付が猶予される「学生
納付特例制度」があります。
　この制度を受けた期間は、障害年金
や遺族年金を受け取るための必要な期
間（受給資格期間）となりますので、万
が一の場合にも安心です。年度（４月か
ら翌年３月まで）ごとに申請が必要です。
　申請方法は「申請書による申請（窓
口・郵送）」と、「マイナポータルを利
用した電子申請」があります。詳しくは、
日本年金機構ホームページをご覧くだ
さい。窓口での相談は、宮古年金事務
所または市町村窓口でお願いします。
■ 用意するもの　在学証明書（原本）ま

たは有効期限や学年の記載された学
生証、基礎年金番号が分かるもの

問 町民課　℡0193-42-8713
　 宮古年金事務所　℡0193-62-1963

岩手弁護士会無料法律相談

　岩手弁護士会が無料法律相談を開催
します。相談には必ず予約が必要です。

（１）大槌町会場
　■ 日時　4月17日（木）、4月24日

相談・説明会

　9：30 ～11：30
■ 場所　役場１階　相談室１
問 総務課　℡0193-42-8710

人権相談

　人権擁護委員が、家族間、近隣関係、
学校や職場内での困りごとなどについ
て相談に応じます。相談は無料で秘密
は守られます。
■ 日時　4月11日（金）
　10：00 ～12：00
■場所　役場３階　小会議室３
問 町民課　℡0193-42-8713

震災ストレス相談室

　釜石地域こころのケアセンターでは、
震災津波以後、不安で眠れない、気分
が落ち込むなど、被災によるこころの
健康について、専門スタッフが相談に応
じています。相談を希望する場合は下記
へご連絡ください。
※ すでに精神科などに通院している場

合は、まず主治医にご相談ください。
※ 感染症の流行状況などにより延期・

中止になる場合があります。
■ 予約受付時間　月～金曜日（祝日除

く）9：30 ～15：30
問 釜石地域こころのケアセンター
　 ℡0193-25-1822

４月 サロンのご案内

《お問合せ》おおつち おばちゃんくらぶ   川原畑：090-7074-0174
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7日（月） 10時 ～12時   おしゃっち 第2・3会議室
7日（月） 13時30分 ～15時30分  大ヶ口集会所

3日（木）・17日（木） 18時30分 ～  おしゃっち 第3会議室

おしゃっち 第2・3会議室
 6日（日）・13日（日）　10時 ～ 13時 

ちりめん教室

住宅の省エネ化を支援します
　住宅の省エネ診断および省エネ改修に要する費用の一部を補助します。募集用
件などの詳細は、下記にお問い合わせください。
■ 対象住宅　町内の戸建て住宅
■ 支援内容
　⑴  省エネ診断
　　  省エネ診断に要する経費に対し15万円（診断費用の2/3以内）を上限に補助

金を交付します。
　⑵  省エネ改修（調査、設計、計画策定、監理、工事、第三者機関評価）
 　　 一定の省エネ基準を満たすために実施する改修工事に要する経費に対し、次

の金額を上限に補助金を交付します。
　　 ① 省エネ基準　30万円（対象経費の4/10以内）
　　 ② ZEH基準  　70万円（対象経費の8/10以内）
■ 募集件数　省エネ診断2件、省エネ改修2件
　※ 受付は先着順で、予算上限に達し次第、募集は締め切ります
問 地域整備課　℡0193-42-8722

木造住宅の耐震化を支援します
　木造住宅の耐震診断および耐震改修に要する費用の一部を補助します。募集用
件などの詳細は、下記にお問い合わせください。
■ 対象住宅　昭和56年5月31日以前に着工した町内の木造戸建て住宅
■ 支援内容
　⑴  耐震診断
　 　 自己負担3000円で、耐震診断を受けることができます。
　⑵  耐震改修（設計、計画策定、監理、工事）
　 　 一定の耐震基準を満たすために実施する改修工事に要する経費に対し、115

万円を上限（対象経費の8/10以内）に補助金を交付します。
■ 募集件数　耐震診断5件、耐震改修2件
　※ 受付は先着順で、予算上限に達し次第、募集は締め切ります
問  地域整備課　℡0193-42-8722
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